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第３章 審 判 

第１ 概説 

平成29年度当初における審判件数は，前年度から繰り越されたもの245件（排除措置命

令に係るものが123件，課徴金納付命令に係るものが122件）であった。平成29年度におい

ては，審判開始を行った事件はなく，平成25年独占禁止法改正法（私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平成25年法律第100号〕をいう。）によ

る改正前の独占禁止法（以下，特段の断りがない限り第３章において単に「独占禁止法」

という。）に基づく審決を66件（排除措置命令に係る審決33件，課徴金納付命令に係る審

決33件）行ったほか，被審人による審判請求の取下げが１件あった。この結果，平成29年

度末における審判件数（平成30年度に繰り越すもの）は178件となった。 

図 審判件数の推移 
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 表 平成29年度末における係属中の審判事件一覧  

一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

1 

22 

（判） 

1 

クアルコム・

インコーポレ

イテッド 

クアルコム・インコーポレイ

テッド等が保有し又は保有するこ

ととなるＣＤＭＡ携帯無線通信に

係る知的財産権について，国内端

末等製造販売業者等に対してその

実施権等を一括して許諾する契約

を締結するに当たり，国内端末等

製造販売業者等が保有し又は保有

することとなる知的財産権につい

て実施権等を無償で許諾すること

を余儀なくさせ，かつ，国内端末

等製造販売業者等が保有し又は保

有することとなる知的財産権に基

づく権利主張を行わない旨を約す

ることを余儀なくさせていた。 

（排除措置命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（一般指定 

第12項 

（注1）） 

22.1.5 31回開催 

2 

～  

13 

22 

（判） 

17 

～  

 28 

三 和シヤ ッ

ター工業㈱ほ

か3名 

共同して全国におけるシャッ

ターの需要者向け販売価格を引き

上げる旨を合意していた。近畿地

区におけるシャッターについて，

共同して受注予定者を決定してい

た。 

（22（判）17ないし21につき排除

措置命令審判事件，22（判）22な

いし28につき課徴金納付命令審判

事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

22.10.4 38回開催 

14 

・  

15 

23 

（判） 

82 

・ 

83 

㈱山陽マルナ

カ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店，全面改装，棚替え等に際

し，当該納入業者が納入する商品

以外の商品を含む当該店舗の商品

について，当該納入業者の従業員

等が有する技術又は能力を要しな

い商品の移動，陳列，補充，接客

等の作業を行わせるため，あらか

じめ当該納入業者との間でその従

業員等の派遣の条件について合意

することなく，かつ，その費用を

自社が負担することなく，当該納

入業者の従業員等を派遣させる行

為等を行っていた。 

（23（判）82につき排除措置命令

審判事件，23（判）83につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

23.10.19 14回開催 
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一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

16 

・  

17 

24 

（判） 

40 

・ 

41 

㈱エディオン 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，当

該納入業者の従業員等が有する販

売に関する技術又は能力を要しな

い作業を行わせるため，あらかじ

め当該納入業者との間でその従業

員等の派遣の条件について合意す

ることなく，かつ，その費用を自

社が負担することなく，当該納入

業者の従業員等を派遣させる行為

を行っていた。 

（24（判）40につき排除措置命令

審判事件，24（判）41につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

24.4.24 29回開催 

18 

～  

27 

25 

（判） 

11 

～  

20 

㈱小糸製作所 

自動車メーカーが発注するヘッ

ドランプ及びリアコンビネーショ

ンランプについて，共同して受注

予定者を決定していた。 

（25（判）11，13，15，17及び19

につき排除措置命令審判事件，25

（判）12，14，16，18及び20につ

き課徴金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

25.7.17 14回開催 

28 

25 

（判） 

22 

ＮＴＮ㈱ 

産業機械用軸受及び自動車用軸

受について，共同して販売価格を

引き上げる旨を合意していた。 

（課徴金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第7条の2 

（第3条後段）

25.7.17 7回開催 

29 

・ 

30 

25 

（判） 

28 

・ 

29 

㈱ラルズ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店又は改装開店に際し，当該

納入業者が納入する商品以外の商

品を含む当該店舗の商品の陳列，

補充，撤去等の作業を行わせるた

め，あらかじめ当該納入業者との

間でその従業員等の派遣の条件に

ついて合意することなく，派遣の

ために必要な費用のほとんど全て

を負担せずに，当該納入業者の従

業員等を派遣させる行為等を行っ

ていた。 

（25（判）28につき排除措置命令

審判事件，25（判）29につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

25.10.17 12回開催 

31 
～  

36 

25 

（判） 

30 

～  

 35 

王子コーンス

ターチ㈱ほか

2名 

段ボール用でん粉について，共

同して需要者渡し価格を引き上げ

る旨を合意していた。 

（25（判）30ないし32につき排除

措置命令審判事件，25（判）33な

いし35につき課徴金納付命令審判

事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

25.11.7 15回開催 
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 表 平成29年度末における係属中の審判事件一覧  

一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

1 

22 

（判） 

1 

クアルコム・

インコーポレ

イテッド 

クアルコム・インコーポレイ

テッド等が保有し又は保有するこ

ととなるＣＤＭＡ携帯無線通信に

係る知的財産権について，国内端

末等製造販売業者等に対してその

実施権等を一括して許諾する契約

を締結するに当たり，国内端末等

製造販売業者等が保有し又は保有

することとなる知的財産権につい

て実施権等を無償で許諾すること

を余儀なくさせ，かつ，国内端末

等製造販売業者等が保有し又は保

有することとなる知的財産権に基

づく権利主張を行わない旨を約す

ることを余儀なくさせていた。 

（排除措置命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（一般指定 

第12項 

（注1）） 

22.1.5 31回開催 

2 

～  

13 

22 

（判） 

17 

～  

 28 

三 和シヤ ッ

ター工業㈱ほ

か3名 

共同して全国におけるシャッ

ターの需要者向け販売価格を引き

上げる旨を合意していた。近畿地

区におけるシャッターについて，

共同して受注予定者を決定してい

た。 

（22（判）17ないし21につき排除

措置命令審判事件，22（判）22な

いし28につき課徴金納付命令審判

事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

22.10.4 38回開催 

14 

・  

15 

23 

（判） 

82 

・ 

83 

㈱山陽マルナ

カ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店，全面改装，棚替え等に際

し，当該納入業者が納入する商品

以外の商品を含む当該店舗の商品

について，当該納入業者の従業員

等が有する技術又は能力を要しな

い商品の移動，陳列，補充，接客

等の作業を行わせるため，あらか

じめ当該納入業者との間でその従

業員等の派遣の条件について合意

することなく，かつ，その費用を

自社が負担することなく，当該納

入業者の従業員等を派遣させる行

為等を行っていた。 

（23（判）82につき排除措置命令

審判事件，23（判）83につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

23.10.19 14回開催 
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一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

16 

・  

17 

24 

（判） 

40 

・ 

41 

㈱エディオン 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，当

該納入業者の従業員等が有する販

売に関する技術又は能力を要しな

い作業を行わせるため，あらかじ

め当該納入業者との間でその従業

員等の派遣の条件について合意す

ることなく，かつ，その費用を自

社が負担することなく，当該納入

業者の従業員等を派遣させる行為

を行っていた。 

（24（判）40につき排除措置命令

審判事件，24（判）41につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

24.4.24 29回開催 

18 

～  

27 

25 

（判） 

11 

～  

20 

㈱小糸製作所 

自動車メーカーが発注するヘッ

ドランプ及びリアコンビネーショ

ンランプについて，共同して受注

予定者を決定していた。 

（25（判）11，13，15，17及び19

につき排除措置命令審判事件，25

（判）12，14，16，18及び20につ

き課徴金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

25.7.17 14回開催 

28 

25 

（判） 

22 

ＮＴＮ㈱ 

産業機械用軸受及び自動車用軸

受について，共同して販売価格を

引き上げる旨を合意していた。 

（課徴金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第7条の2 

（第3条後段）

25.7.17 7回開催 

29 

・ 

30 

25 

（判） 

28 

・ 

29 

㈱ラルズ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店又は改装開店に際し，当該

納入業者が納入する商品以外の商

品を含む当該店舗の商品の陳列，

補充，撤去等の作業を行わせるた

め，あらかじめ当該納入業者との

間でその従業員等の派遣の条件に

ついて合意することなく，派遣の

ために必要な費用のほとんど全て

を負担せずに，当該納入業者の従

業員等を派遣させる行為等を行っ

ていた。 

（25（判）28につき排除措置命令

審判事件，25（判）29につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

25.10.17 12回開催 

31 

～  

36 

25 

（判） 

30 

～  

 35 

王子コーンス

ターチ㈱ほか

2名 

段ボール用でん粉について，共

同して需要者渡し価格を引き上げ

る旨を合意していた。 

（25（判）30ないし32につき排除

措置命令審判事件，25（判）33な

いし35につき課徴金納付命令審判

事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

25.11.7 15回開催 
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一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

37 

・ 

38 

26 

（判） 

1 

・ 

2 

ダイレックス

㈱ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店又は改装開店に際し，当該

納入業者が納入する商品以外の商

品を含む当該店舗の商品の移動，

陳列等の作業を開店前に行わせる

ため，あらかじめ当該納入業者と

の間でその従業員等の派遣の条件

について合意することなく，か

つ，派遣のために通常必要な費用

を自社が負担することなく，当該

納入業者の従業員等を派遣させる

行為等を行っていた。 

（26（判）1につき排除措置命令

審判事件，26（判）2につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

26.8.27 6回開催 

39 

～  

174 

26 

（判） 

3 

～  

138 

レンゴー㈱ほ

か36名 

特定段ボールシート及び特定段

ボールケースについて，共同して

販売価格を引き上げる旨を合意し

ていた。 

（26（判）3ないし34，65ないし

101につき排除措置命令審判事

件，26（判）35ないし64，102な

いし138につき課徴金納付命令審

判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

26.11.7 5回開催 

175 

～  

178 

26 

（判） 

139 

～  

142 

レンゴー㈱ほ

か1名 

大口需要者向け段ボールケース

について，共同して販売価格等を

引き上げる旨を合意していた。 

（26（判）139及び140につき排除

措置命令審判事件，26（判）141

及び142につき課徴金納付命令審

判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

26.11.7 5回開催 

（注１）平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前は，一般指定（不公正な取引方法〔昭和57年公正取引

委員会告示第15号〕をいう。以下同じ。）第13項 

（注２）平成21年独占禁止法改正法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

〔平成21年法律第51号〕をいう。以下同じ。）施行日前の行為については，平成21年公正取引委員会告示第

18号による改正前の一般指定第14項 

 

第２ 審決  

 
 １  植野興業㈱ほか22名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決（山梨県

が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合） 

事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第8号及び第30号 23.7.27 20 29.6.15 6670万 

平成23年(判)第9号及び第31号 23.7.27 20 29.6.15 5134万 

平成23年(判)第10号及び第32号 23.7.27 20 29.6.15 4778万 

平成23年(判)第11号及び第33号 23.7.27 20 29.6.15 3305万 

平成23年(判)第12号及び第34号 23.7.27 20 29.6.15 3265万 

平成23年(判)第13号及び第35号 23.7.27 20 29.6.15 2772万 
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事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第14号及び第36号 23.7.27 20 29.6.15 2680万 

平成23年(判)第15号及び第37号 23.7.27 20 29.6.15 2390万 

平成23年(判)第16号及び第38号 23.7.27 20 29.6.15 2129万 

平成23年(判)第17号及び第39号 23.7.27 20 29.6.15 2036万 

平成23年(判)第40号 23.7.27 20 29.6.15 1929万 

平成23年(判)第18号及び第41号 23.7.27 20 29.6.15 1866万 

平成23年(判)第19号及び第42号 23.7.27 20 29.6.15 1843万 

平成23年(判)第20号及び第43号 23.7.27 20 29.6.15 1520万 

平成23年(判)第21号及び第44号 23.7.27 20 29.6.15 1434万 

平成23年(判)第22号及び第45号 23.7.27 20 29.6.15 1394万 

平成23年(判)第23号及び第46号 23.7.27 20 29.6.15 1244万 

平成23年(判)第24号及び第47号 23.7.27 20 29.6.15 1237万 

平成23年(判)第25号及び第48号 23.7.27 20 29.6.15  942万 

平成23年(判)第26号及び第49号 23.7.27 20 29.6.15  926万 

平成23年(判)第27号及び第50号 23.7.27 20 29.6.15  854万 

平成23年(判)第28号及び第51号 23.7.27 20 29.6.15  806万 

平成23年(判)第29号及び第52号 23.7.27 20 29.6.15  656万 

 

⑴ 被審人 

事件番号 名    称 代 表 者 所  在  地 

平成23年(判)第8号及び第30号 植野興業㈱ 植野 正人 山梨県甲州市塩山上於曽1896番地 

平成23年(判)第9号及び第31号 昭和建設㈱ 浅野 正一 山梨県甲州市塩山熊野80番地1 

平成23年(判)第10号及び第32号 ㈱髙野建設 高野 敬司 山梨県甲州市勝沼町勝沼2893番地 

平成23年(判)第11号及び第33号 天川工業㈱ 天川 住夫 山梨県甲州市塩山熊野1414番地1 

平成23年(判)第12号及び第34号 岩波建設㈱ 岩波 太生 山梨県甲州市塩山上粟生野1076番地 

平成23年(判)第13号及び第35号 ㈱廣川工業所 廣川 哲也 山梨県甲州市塩山上萩原142番地 

平成23年(判)第14号及び第36号 ㈱内田組 内田 光司 山梨県山梨市東407番地 

平成23年(判)第15号及び第37号 峡東建設㈱ 岩波 廣志 山梨県甲州市塩山熊野143番地 

平成23年(判)第16号及び第38号 
㈱タナベエンジニ

アリング 
田邉  弘 山梨県甲州市塩山竹森3020番地 

平成23年(判)第17号及び第39号 ㈱甲斐建設 渡辺 博仁 山梨県山梨市牧丘町窪平19番地 

平成23年(判)第40号 ㈱渡辺建設 渡辺 泰明 山梨県山梨市牧丘町城古寺358番地 

平成23年(判)第18号及び第41号 ㈱天川組 天川  貴 山梨県甲州市塩山千野559番地 

平成23年(判)第19号及び第42号 甲信建設㈱ 三森  一 山梨県甲州市勝沼町菱山1063番地 

平成23年(判)第20号及び第43号 野澤工業㈱ 野沢 孝之 山梨県甲州市大和町初鹿野1953番地の1 

平成23年(判)第21号及び第44号 三森建設㈱ 齊藤 潤一 山梨県甲州市勝沼町菱山3687番地 

平成23年(判)第22号及び第45号 ㈱大和工務店 神戸 和男 山梨県甲州市塩山赤尾451番地1 

平成23年(判)第23号及び第46号 山梨建設㈱ 辻 真由美 山梨県山梨市上神内川1126番地1 

平成23年(判)第24号及び第47号 ㈱飯島工事 飯島 明生 山梨県甲州市塩山藤木1971番地 

平成23年(判)第25号及び第48号 ㈱広瀬土木 廣瀬 一哉 山梨県山梨市三富下荻原387番地 

平成23年(判)第26号及び第49号 ㈱藤プラント建設 藤原 栄一 山梨県山梨市三ヶ所309番地1 

平成23年(判)第27号及び第50号 ㈱佐藤建設工業 佐藤 正明 山梨県山梨市小原西1274番地 

平成23年(判)第28号及び第51号 （有）山梨技建 芳賀 恒雄 山梨県山梨市下井尻480番地 

平成23年(判)第29号及び第52号 奥山建設㈱ 奥山 知孝 山梨県山梨市万力1147番地 

 

⑵ 事件の経過 

本件は，平成23年４月15日，公正取引委員会が，前記⑴の被審人23社（以下⑵及び⑶

において「被審人ら」という。）のうち被審人㈱渡辺建設を除く22社に対し，独占禁止

法第７条第２項の規定に基づき排除措置命令を，被審人らに対し，同法第７条の２第１

・ 76・ ・ 77・

第２部　各　論
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一連 

番号 

事件 

番号 
被審人 事件の内容 関係法条 

審判手続 

開  始 

年 月 日 

審判開催状況

（30.3.31現在）

37 

・ 

38 

26 

（判） 

1 

・ 

2 

ダイレックス

㈱ 

取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店又は改装開店に際し，当該

納入業者が納入する商品以外の商

品を含む当該店舗の商品の移動，

陳列等の作業を開店前に行わせる

ため，あらかじめ当該納入業者と

の間でその従業員等の派遣の条件

について合意することなく，か

つ，派遣のために通常必要な費用

を自社が負担することなく，当該

納入業者の従業員等を派遣させる

行為等を行っていた。 

（26（判）1につき排除措置命令

審判事件，26（判）2につき課徴

金納付命令審判事件） 

独占禁止法 

第19条 

（第2条第9項

第5号（注2））

及び 

第20条の6 

26.8.27 6回開催 

39 

～  

174 

26 

（判） 

3 

～  

138 

レンゴー㈱ほ

か36名 

特定段ボールシート及び特定段

ボールケースについて，共同して

販売価格を引き上げる旨を合意し

ていた。 

（26（判）3ないし34，65ないし

101につき排除措置命令審判事

件，26（判）35ないし64，102な

いし138につき課徴金納付命令審

判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

26.11.7 5回開催 

175 

～  

178 

26 

（判） 

139 

～  

142 

レンゴー㈱ほ

か1名 

大口需要者向け段ボールケース

について，共同して販売価格等を

引き上げる旨を合意していた。 

（26（判）139及び140につき排除

措置命令審判事件，26（判）141

及び142につき課徴金納付命令審

判事件） 

独占禁止法 

第3条後段 

及び 

第7条の2 

26.11.7 5回開催 

（注１）平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前は，一般指定（不公正な取引方法〔昭和57年公正取引

委員会告示第15号〕をいう。以下同じ。）第13項 

（注２）平成21年独占禁止法改正法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

〔平成21年法律第51号〕をいう。以下同じ。）施行日前の行為については，平成21年公正取引委員会告示第

18号による改正前の一般指定第14項 

 

第２ 審決  

 
 １  植野興業㈱ほか22名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決（山梨県

が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合） 

事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第8号及び第30号 23.7.27 20 29.6.15 6670万 

平成23年(判)第9号及び第31号 23.7.27 20 29.6.15 5134万 

平成23年(判)第10号及び第32号 23.7.27 20 29.6.15 4778万 

平成23年(判)第11号及び第33号 23.7.27 20 29.6.15 3305万 

平成23年(判)第12号及び第34号 23.7.27 20 29.6.15 3265万 

平成23年(判)第13号及び第35号 23.7.27 20 29.6.15 2772万 
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事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第14号及び第36号 23.7.27 20 29.6.15 2680万 

平成23年(判)第15号及び第37号 23.7.27 20 29.6.15 2390万 

平成23年(判)第16号及び第38号 23.7.27 20 29.6.15 2129万 

平成23年(判)第17号及び第39号 23.7.27 20 29.6.15 2036万 

平成23年(判)第40号 23.7.27 20 29.6.15 1929万 

平成23年(判)第18号及び第41号 23.7.27 20 29.6.15 1866万 

平成23年(判)第19号及び第42号 23.7.27 20 29.6.15 1843万 

平成23年(判)第20号及び第43号 23.7.27 20 29.6.15 1520万 

平成23年(判)第21号及び第44号 23.7.27 20 29.6.15 1434万 

平成23年(判)第22号及び第45号 23.7.27 20 29.6.15 1394万 

平成23年(判)第23号及び第46号 23.7.27 20 29.6.15 1244万 

平成23年(判)第24号及び第47号 23.7.27 20 29.6.15 1237万 

平成23年(判)第25号及び第48号 23.7.27 20 29.6.15  942万 

平成23年(判)第26号及び第49号 23.7.27 20 29.6.15  926万 

平成23年(判)第27号及び第50号 23.7.27 20 29.6.15  854万 

平成23年(判)第28号及び第51号 23.7.27 20 29.6.15  806万 

平成23年(判)第29号及び第52号 23.7.27 20 29.6.15  656万 

 

⑴ 被審人 

事件番号 名    称 代 表 者 所  在  地 

平成23年(判)第8号及び第30号 植野興業㈱ 植野 正人 山梨県甲州市塩山上於曽1896番地 

平成23年(判)第9号及び第31号 昭和建設㈱ 浅野 正一 山梨県甲州市塩山熊野80番地1 

平成23年(判)第10号及び第32号 ㈱髙野建設 高野 敬司 山梨県甲州市勝沼町勝沼2893番地 

平成23年(判)第11号及び第33号 天川工業㈱ 天川 住夫 山梨県甲州市塩山熊野1414番地1 

平成23年(判)第12号及び第34号 岩波建設㈱ 岩波 太生 山梨県甲州市塩山上粟生野1076番地 

平成23年(判)第13号及び第35号 ㈱廣川工業所 廣川 哲也 山梨県甲州市塩山上萩原142番地 

平成23年(判)第14号及び第36号 ㈱内田組 内田 光司 山梨県山梨市東407番地 

平成23年(判)第15号及び第37号 峡東建設㈱ 岩波 廣志 山梨県甲州市塩山熊野143番地 

平成23年(判)第16号及び第38号 
㈱タナベエンジニ

アリング 
田邉  弘 山梨県甲州市塩山竹森3020番地 

平成23年(判)第17号及び第39号 ㈱甲斐建設 渡辺 博仁 山梨県山梨市牧丘町窪平19番地 

平成23年(判)第40号 ㈱渡辺建設 渡辺 泰明 山梨県山梨市牧丘町城古寺358番地 

平成23年(判)第18号及び第41号 ㈱天川組 天川  貴 山梨県甲州市塩山千野559番地 

平成23年(判)第19号及び第42号 甲信建設㈱ 三森  一 山梨県甲州市勝沼町菱山1063番地 

平成23年(判)第20号及び第43号 野澤工業㈱ 野沢 孝之 山梨県甲州市大和町初鹿野1953番地の1 

平成23年(判)第21号及び第44号 三森建設㈱ 齊藤 潤一 山梨県甲州市勝沼町菱山3687番地 

平成23年(判)第22号及び第45号 ㈱大和工務店 神戸 和男 山梨県甲州市塩山赤尾451番地1 

平成23年(判)第23号及び第46号 山梨建設㈱ 辻 真由美 山梨県山梨市上神内川1126番地1 

平成23年(判)第24号及び第47号 ㈱飯島工事 飯島 明生 山梨県甲州市塩山藤木1971番地 

平成23年(判)第25号及び第48号 ㈱広瀬土木 廣瀬 一哉 山梨県山梨市三富下荻原387番地 

平成23年(判)第26号及び第49号 ㈱藤プラント建設 藤原 栄一 山梨県山梨市三ヶ所309番地1 

平成23年(判)第27号及び第50号 ㈱佐藤建設工業 佐藤 正明 山梨県山梨市小原西1274番地 

平成23年(判)第28号及び第51号 （有）山梨技建 芳賀 恒雄 山梨県山梨市下井尻480番地 

平成23年(判)第29号及び第52号 奥山建設㈱ 奥山 知孝 山梨県山梨市万力1147番地 

 

⑵ 事件の経過 

本件は，平成23年４月15日，公正取引委員会が，前記⑴の被審人23社（以下⑵及び⑶

において「被審人ら」という。）のうち被審人㈱渡辺建設を除く22社に対し，独占禁止

法第７条第２項の規定に基づき排除措置命令を，被審人らに対し，同法第７条の２第１
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項の規定に基づき課徴金納付命令をそれぞれ行ったところ，被審人らは，両命令に対し

て審判請求を行ったので，被審人らに対し，同法第52条第３項の規定に基づき審判手続

を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである。 

公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人ら（被審人㈱飯

島工事及び被審人㈱藤プラント建設を除く。）から提出された異議の申立書及び同被審

人らから聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出された審決案を調査の上，被審人

らに対して審決案と同じ内容（審判請求を棄却する旨）の審決を行った。 

 

⑶ 判断の概要等 

ア 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び７社（注１）（以下，両者を併せて「30社」という。）は，遅くとも平

成18年４月１日以降（被審人三森建設㈱については，遅くとも平成19年５月15日以

降），共同して，塩山地区特定土木一式工事（注２）について，受注予定者を決定し，

受注予定者が受注できるようにすること（以下「本件合意」という。）により，公共

の利益に反して，塩山地区特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限

していた（以下「本件違反行為」という。）。 

被審人らの本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

下表の各被審人に係る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７条の２の

規定により算出された課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金」欄記載のとお

りである。 

（注１）川口土建㈱，宮原土建㈱，㈱島崎建設，三枝産業㈱，大和開発㈱，㈱中川工務所及び㈱坂本組の

７社をいう。 

（注２）「塩山地区特定土木一式工事」とは，山梨県が，一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木

一式工事として発注する工事のうち，同県山梨市又は甲州市の区域（以下「塩山地区」という。）を施

工場所とするものであって，次のいずれかに該当するものをいう。 

１ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

２ 山梨県から土木一式工事についてＢの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

３ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者及びＢの等級に格付されてい

る事業者のみを入札の参加者とするもの。 

４ 特定建設工事共同企業体のみを入札の参加者とするもの。 

 

被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

植野興業㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 6670万 

昭和建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 5134万 

㈱髙野建設 平成19年3月31日～平成22年3月30日 4778万 

天川工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 3305万 

岩波建設㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 3265万 

㈱廣川工業所 平成19年3月25日～平成22年3月24日 2772万 

㈱内田組 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2680万 

峡東建設㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2390万 

㈱タナベエンジニアリング 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2129万 

㈱甲斐建設 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2036万 

㈱渡辺建設 平成18年9月28日～平成21年9月27日 1929万 
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被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

㈱天川組 平成19年3月31日～平成22年3月30日 1866万 

甲信建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1843万 

野澤工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1520万 

三森建設㈱ 平成19年5月15日～平成22年3月30日 1434万 

㈱大和工務店 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1394万 

山梨建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1244万 

㈱飯島工事 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1237万 

㈱広瀬土木 平成19年3月24日～平成22年3月23日  942万 

㈱藤プラント建設 平成19年4月1日～平成22年3月31日  926万 

㈱佐藤建設工業 平成19年4月1日～平成22年3月31日  854万 

（有）山梨技建 平成19年3月24日～平成22年3月23日  806万 

奥山建設㈱ 平成19年4月1日～平成22年3月31日  656万 

 

イ 主要な争点及びそれに対する判断 

(ア) 30社は，塩山地区特定土木一式工事について，受注予定者を決定し，その者が受

注できるように協力する旨合意していたか（争点１） 

山梨県では，平成17年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事を発注

することが多かったが，30社を含む塩山地区の建設業者は，塩山支部に対する平成

６年の勧告審決（注３）以降も，塩山地区を施工場所とする土木一式工事の指名競

争入札において受注調整を行うなど，協調関係にあったことが認められる。 

また，山梨県では，平成18年度頃から一般競争入札の方法により土木一式工事を

発注することが増え，平成19年頃からは，一般競争入札の方法により発注する土木

一式工事の一部について総合評価落札方式（注４）を導入したが，30社は，平成18

年４月１日以降も，これらの塩山地区に係る土木一式工事について，塩山支部等に

おいて入札参加情報を集約し，受注希望者が１社又は１ＪＶ（注５）の場合はその

者又はＪＶを受注予定者とし，受注希望者が複数の場合は地域性（注６），継続性

（注７）等を勘案して受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し，受注予

定者以外の者は受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力していたこと

が認められる。 

さらに，本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事である312物件の

うち，少なくとも，44物件（注８）について本件合意の内容に沿った受注調整が行

われたこと，60物件（注９）について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行

為が行われたことが客観的な証拠によって認められる。 

また，これらの工事の発注方法は，指名競争入札，通常の一般競争入札，総合評

価落札方式による一般競争入札のいずれも含んでおり，発注担当部署をみても，山

梨県県土整備部等，峡東農務事務所及び峡東林務環境事務所のいずれも含まれ，工

事の内容も土木工事，林務工事，農務工事に及び，発注時期も本件対象期間の全般

にわたっている。 

加えて，312物件は，いずれも30社又は30社のいずれかで構成されるＪＶが受注

したものであり，312物件の平均落札率も，96.3パーセントという相当高いもので

あったことが認められる。 

・ 78・ ・ 79・
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項の規定に基づき課徴金納付命令をそれぞれ行ったところ，被審人らは，両命令に対し

て審判請求を行ったので，被審人らに対し，同法第52条第３項の規定に基づき審判手続

を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである。 

公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人ら（被審人㈱飯

島工事及び被審人㈱藤プラント建設を除く。）から提出された異議の申立書及び同被審

人らから聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出された審決案を調査の上，被審人

らに対して審決案と同じ内容（審判請求を棄却する旨）の審決を行った。 

 

⑶ 判断の概要等 

ア 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び７社（注１）（以下，両者を併せて「30社」という。）は，遅くとも平

成18年４月１日以降（被審人三森建設㈱については，遅くとも平成19年５月15日以

降），共同して，塩山地区特定土木一式工事（注２）について，受注予定者を決定し，

受注予定者が受注できるようにすること（以下「本件合意」という。）により，公共

の利益に反して，塩山地区特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限

していた（以下「本件違反行為」という。）。 

被審人らの本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

下表の各被審人に係る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７条の２の

規定により算出された課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金」欄記載のとお

りである。 

（注１）川口土建㈱，宮原土建㈱，㈱島崎建設，三枝産業㈱，大和開発㈱，㈱中川工務所及び㈱坂本組の

７社をいう。 

（注２）「塩山地区特定土木一式工事」とは，山梨県が，一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木

一式工事として発注する工事のうち，同県山梨市又は甲州市の区域（以下「塩山地区」という。）を施

工場所とするものであって，次のいずれかに該当するものをいう。 

１ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

２ 山梨県から土木一式工事についてＢの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

３ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者及びＢの等級に格付されてい

る事業者のみを入札の参加者とするもの。 

４ 特定建設工事共同企業体のみを入札の参加者とするもの。 

 

被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

植野興業㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 6670万 

昭和建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 5134万 

㈱髙野建設 平成19年3月31日～平成22年3月30日 4778万 

天川工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 3305万 

岩波建設㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 3265万 

㈱廣川工業所 平成19年3月25日～平成22年3月24日 2772万 

㈱内田組 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2680万 

峡東建設㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2390万 

㈱タナベエンジニアリング 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2129万 

㈱甲斐建設 平成19年3月31日～平成22年3月30日 2036万 

㈱渡辺建設 平成18年9月28日～平成21年9月27日 1929万 
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被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

㈱天川組 平成19年3月31日～平成22年3月30日 1866万 

甲信建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1843万 

野澤工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1520万 

三森建設㈱ 平成19年5月15日～平成22年3月30日 1434万 

㈱大和工務店 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1394万 

山梨建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1244万 

㈱飯島工事 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1237万 

㈱広瀬土木 平成19年3月24日～平成22年3月23日  942万 

㈱藤プラント建設 平成19年4月1日～平成22年3月31日  926万 

㈱佐藤建設工業 平成19年4月1日～平成22年3月31日  854万 

（有）山梨技建 平成19年3月24日～平成22年3月23日  806万 

奥山建設㈱ 平成19年4月1日～平成22年3月31日  656万 

 

イ 主要な争点及びそれに対する判断 

(ア) 30社は，塩山地区特定土木一式工事について，受注予定者を決定し，その者が受

注できるように協力する旨合意していたか（争点１） 

山梨県では，平成17年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事を発注

することが多かったが，30社を含む塩山地区の建設業者は，塩山支部に対する平成

６年の勧告審決（注３）以降も，塩山地区を施工場所とする土木一式工事の指名競

争入札において受注調整を行うなど，協調関係にあったことが認められる。 

また，山梨県では，平成18年度頃から一般競争入札の方法により土木一式工事を

発注することが増え，平成19年頃からは，一般競争入札の方法により発注する土木

一式工事の一部について総合評価落札方式（注４）を導入したが，30社は，平成18

年４月１日以降も，これらの塩山地区に係る土木一式工事について，塩山支部等に

おいて入札参加情報を集約し，受注希望者が１社又は１ＪＶ（注５）の場合はその

者又はＪＶを受注予定者とし，受注希望者が複数の場合は地域性（注６），継続性

（注７）等を勘案して受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し，受注予

定者以外の者は受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力していたこと

が認められる。 

さらに，本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事である312物件の

うち，少なくとも，44物件（注８）について本件合意の内容に沿った受注調整が行

われたこと，60物件（注９）について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行

為が行われたことが客観的な証拠によって認められる。 

また，これらの工事の発注方法は，指名競争入札，通常の一般競争入札，総合評

価落札方式による一般競争入札のいずれも含んでおり，発注担当部署をみても，山

梨県県土整備部等，峡東農務事務所及び峡東林務環境事務所のいずれも含まれ，工

事の内容も土木工事，林務工事，農務工事に及び，発注時期も本件対象期間の全般

にわたっている。 

加えて，312物件は，いずれも30社又は30社のいずれかで構成されるＪＶが受注

したものであり，312物件の平均落札率も，96.3パーセントという相当高いもので

あったことが認められる。 

・ 78・ ・ 79・
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以上の事情に鑑みれば，30社のうち被審人三森建設㈱を除く29社は，遅くとも平

成18年４月１日までに，塩山地区特定土木一式工事について，受注価格の低落防止

を図るために本件合意をし，被審人三森建設㈱は，遅くとも平成19年５月15日まで

に本件合意に参加したこと，30社は，遅くとも平成18年４月１日以降，本件合意に

基づいて本件受注調整を行っていたことが認められる。 

（注３）「塩山支部に対する平成６年の勧告審決」とは，平成６年（勧）第14号社団法人山３梨県建設

業協会塩山支部に対する勧告審決をいう。 

（注４）「総合評価落札方式」とは，価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。 

（注５）特定建設工事共同企業体の略。 

（注６）「地域性」とは，工事の施工場所が自社の事務所等の所在地に近く地域住民からの協力を得や

すいなどといった事情をいう。 

（注７）「継続性」とは，過去に関連する工事を受注したことがあるなどといった事情をいう。 

（注８）「44物件」とは，審決案別紙９の「別紙12」欄に「○」の付された44件をいう。 

（注９）「60物件」とは，審決案別紙９の「別紙13」欄に「○」の付された60件をいう。 

(イ) 前記(ア)の合意は，独占禁止法第２条第６項にいう不当な取引制限に該当するか

（争点２） 

本件合意は，30社が，塩山地区特定土木一式工事について，話合い等によって受

注予定者をあらかじめ決定し，受注予定者以外の者は，受注予定者がその定めた価

格で受注できるように協力するという内容の取決めであり，入札参加者は，本来的

には自由に入札価格を決めることができるはずのところを，このような取決めがさ

れたときは，これに制約されて意思決定を行うことになるという意味において，そ

の事業活動が事実上拘束される結果となることは明らかであるから，本件合意は，

独占禁止法第２条第６項にいう「その事業活動を拘束し」の要件を充足する。そし

て，本件合意の成立により，30社の間に，前記の取決めに基づいた行動をとること

を互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえ

るから，本件合意は，同項にいう「共同して…相互に」の要件も充足する。 

また，独占禁止法第２条第６項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に

制限する」とは，当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい，本件

合意のような一定の入札市場における受注調整を行うことを取り決める行為によっ

て競争制限が行われる場合には，当該取決めによって，その当事者である事業者ら

がその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右する

ことができる状態をもたらすことをいうものと解される。 

そして，本件合意の当事者及びその対象となった工事の規模，内容によれば，本

件合意は，それによって前記の状態をもたらし得るものであったといえる。しかも，

①本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のほとんどにおいて30社又

は30社のいずれかで構成されるＪＶのみが入札に参加等していたこと，②本件対象

期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを，30社又は30社のいずれかで

構成されるＪＶが受注しており，その平均落札率も，96パーセントを超える相当高

いものであること，③実際に，本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工

事の中に，30社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等を裏付ける客観

的な証拠が存在する工事が多数あることなどからすると，本件合意は，本件対象期

間中，塩山地区特定土木一式工事に係る入札市場において，事実上の拘束力をもっ

 

● 73 ● 

第
３
章 

審 

判 

て有効に機能し，前記の状態をもたらしていたものといえる。 

したがって，本件合意は，独占禁止法第２条第６項にいう「一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限する」の要件を充足する。 

さらに，このような本件合意が，独占禁止法第２条第６項にいう「公共の利益に

反して」の要件を充足するものであることも明らかである。 

以上によれば，本件合意は，独占禁止法第２条第６項にいう不当な取引制限に該

当する。 

(ウ) 被審人らが受注した審決案別紙10の１ないし23記載の各工事は，独占禁止法第７

条の２第１項にいう「当該…役務」（以下「当該役務」という。）に該当するか（争

点３） 

 ａ 当該役務 

不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし，

不当な取引制限等の予防効果を強化することを目的とする課徴金制度の趣旨に鑑

みると，独占禁止法第７条の２第１項所定の課徴金の対象となる当該役務とは，

本件においては，本件合意の対象とされた工事であって，本件合意に基づく受注

調整等の結果，具体的競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。 

30社は，遅くとも平成18年４月１日以降，塩山地区特定土木一式工事について，

受注価格の低落防止を図るため，本件合意の下，本件受注調整を行っていたもの

である。 

そして，本件においては，以下の①ないし⑤の各事情がみられることから，塩

山地区特定土木一式工事に該当し，かつ，30社のうちいずれかが入札に参加して

受注した工事については，当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ

たとは認められない特段の事情のない限り，本件合意に基づく受注調整が行われ，

具体的競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。 

① 30社は，塩山支部等において，受注調整のために，あらかじめ30社の入札参

加及び受注希望に関する情報を取りまとめ，塩山支部等において入札参加者取

りまとめ表を作成し，これにより話合いをするなど本件受注調整を組織的に

行っていた。 

② 本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のうち，９割以上の工

事において，30社のみが入札に参加していたことから，30社は，塩山地区特定

土木一式工事の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立場にあり，実際に，

本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを，30社又は30社

のいずれかで構成されるＪＶが受注しており，その平均落札率も96パーセント

を超える相当高いものであった。 

③ 312物件のうち，審決案別紙12及び同13記載の合計104件の工事について，30

社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等が認められ，これらの工

事は，発注方法，発注担当部署，工事内容及び発注時期において特段の偏りは

みられない。 

④ 30社の代表者のうち約半数の者が，本件合意への参加を認める旨の供述をし

ているが，同人らは塩山地区特定土木一式工事に該当する特定の工事について

・ 80・ ・ 81・
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以上の事情に鑑みれば，30社のうち被審人三森建設㈱を除く29社は，遅くとも平

成18年４月１日までに，塩山地区特定土木一式工事について，受注価格の低落防止

を図るために本件合意をし，被審人三森建設㈱は，遅くとも平成19年５月15日まで

に本件合意に参加したこと，30社は，遅くとも平成18年４月１日以降，本件合意に

基づいて本件受注調整を行っていたことが認められる。 

（注３）「塩山支部に対する平成６年の勧告審決」とは，平成６年（勧）第14号社団法人山３梨県建設

業協会塩山支部に対する勧告審決をいう。 

（注４）「総合評価落札方式」とは，価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。 

（注５）特定建設工事共同企業体の略。 

（注６）「地域性」とは，工事の施工場所が自社の事務所等の所在地に近く地域住民からの協力を得や

すいなどといった事情をいう。 

（注７）「継続性」とは，過去に関連する工事を受注したことがあるなどといった事情をいう。 

（注８）「44物件」とは，審決案別紙９の「別紙12」欄に「○」の付された44件をいう。 

（注９）「60物件」とは，審決案別紙９の「別紙13」欄に「○」の付された60件をいう。 

(イ) 前記(ア)の合意は，独占禁止法第２条第６項にいう不当な取引制限に該当するか

（争点２） 

本件合意は，30社が，塩山地区特定土木一式工事について，話合い等によって受

注予定者をあらかじめ決定し，受注予定者以外の者は，受注予定者がその定めた価

格で受注できるように協力するという内容の取決めであり，入札参加者は，本来的

には自由に入札価格を決めることができるはずのところを，このような取決めがさ

れたときは，これに制約されて意思決定を行うことになるという意味において，そ

の事業活動が事実上拘束される結果となることは明らかであるから，本件合意は，

独占禁止法第２条第６項にいう「その事業活動を拘束し」の要件を充足する。そし

て，本件合意の成立により，30社の間に，前記の取決めに基づいた行動をとること

を互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえ

るから，本件合意は，同項にいう「共同して…相互に」の要件も充足する。 

また，独占禁止法第２条第６項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に

制限する」とは，当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい，本件

合意のような一定の入札市場における受注調整を行うことを取り決める行為によっ

て競争制限が行われる場合には，当該取決めによって，その当事者である事業者ら

がその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右する

ことができる状態をもたらすことをいうものと解される。 

そして，本件合意の当事者及びその対象となった工事の規模，内容によれば，本

件合意は，それによって前記の状態をもたらし得るものであったといえる。しかも，

①本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のほとんどにおいて30社又

は30社のいずれかで構成されるＪＶのみが入札に参加等していたこと，②本件対象

期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを，30社又は30社のいずれかで

構成されるＪＶが受注しており，その平均落札率も，96パーセントを超える相当高

いものであること，③実際に，本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工

事の中に，30社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等を裏付ける客観

的な証拠が存在する工事が多数あることなどからすると，本件合意は，本件対象期

間中，塩山地区特定土木一式工事に係る入札市場において，事実上の拘束力をもっ
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て有効に機能し，前記の状態をもたらしていたものといえる。 

したがって，本件合意は，独占禁止法第２条第６項にいう「一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限する」の要件を充足する。 

さらに，このような本件合意が，独占禁止法第２条第６項にいう「公共の利益に

反して」の要件を充足するものであることも明らかである。 

以上によれば，本件合意は，独占禁止法第２条第６項にいう不当な取引制限に該

当する。 

(ウ) 被審人らが受注した審決案別紙10の１ないし23記載の各工事は，独占禁止法第７

条の２第１項にいう「当該…役務」（以下「当該役務」という。）に該当するか（争

点３） 

 ａ 当該役務 

不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし，

不当な取引制限等の予防効果を強化することを目的とする課徴金制度の趣旨に鑑

みると，独占禁止法第７条の２第１項所定の課徴金の対象となる当該役務とは，

本件においては，本件合意の対象とされた工事であって，本件合意に基づく受注

調整等の結果，具体的競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。 

30社は，遅くとも平成18年４月１日以降，塩山地区特定土木一式工事について，

受注価格の低落防止を図るため，本件合意の下，本件受注調整を行っていたもの

である。 

そして，本件においては，以下の①ないし⑤の各事情がみられることから，塩

山地区特定土木一式工事に該当し，かつ，30社のうちいずれかが入札に参加して

受注した工事については，当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ

たとは認められない特段の事情のない限り，本件合意に基づく受注調整が行われ，

具体的競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。 

① 30社は，塩山支部等において，受注調整のために，あらかじめ30社の入札参

加及び受注希望に関する情報を取りまとめ，塩山支部等において入札参加者取

りまとめ表を作成し，これにより話合いをするなど本件受注調整を組織的に

行っていた。 

② 本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のうち，９割以上の工

事において，30社のみが入札に参加していたことから，30社は，塩山地区特定

土木一式工事の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立場にあり，実際に，

本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを，30社又は30社

のいずれかで構成されるＪＶが受注しており，その平均落札率も96パーセント

を超える相当高いものであった。 

③ 312物件のうち，審決案別紙12及び同13記載の合計104件の工事について，30

社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等が認められ，これらの工

事は，発注方法，発注担当部署，工事内容及び発注時期において特段の偏りは

みられない。 

④ 30社の代表者のうち約半数の者が，本件合意への参加を認める旨の供述をし

ているが，同人らは塩山地区特定土木一式工事に該当する特定の工事について

・ 80・ ・ 81・
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本件合意に基づく本件受注調整が行われなかった旨を供述していない。 

⑤ 本件合意の目的が受注価格の低落防止にあることに照らすと，塩山地区特定

土木一式工事の全てを受注調整の対象とするのが合理的である。 

ｂ 審決案別紙10の１ないし23記載の各工事について 

本件対象期間に被審人らが受注した塩山地区特定土木一式工事のうち，本件各

課徴金納付命令において課徴金算定の対象とされた工事は，審決案別紙10の１な

いし23の「４ 対象物件一覧」記載のとおりである。 

これらの工事は，いずれも本件合意の対象である塩山地区特定土木一式工事に

該当し，30社のうちいずれか又は30社のいずれかで構成されるＪＶが入札に参加

して受注した工事であるところ，かかる工事については，特段の事情がない限り，

当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発

生したと推認される。また，これらの工事の中には，本件合意の内容に沿った個

別の受注調整が行われたこと又は本件合意の内容に沿った個別の受注調整に関わ

る行為が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在する工事（審決案別紙12及

び同13記載の各工事）も104件含まれている。 

ｃ 特段の事情の有無について 

被審人らは，審決案別紙10の１ないし23記載の各工事の中にも具体的競争制限

効果が発生していないものが存在する旨主張し，具体的には，①総合評価落札方

式の工事，②受注希望者が初めから１社しかいない工事，③受注予定者を１社に

絞り込めず，２社以上で争われた工事，④落札率が90パーセント未満の工事，⑤

具体的な受注調整に関与しない入札参加者がいる工事，⑥アウトサイダーが入札

に参加した工事，⑦地域性，継続性がある工事を挙げるが，いずれも，当該工事

について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生したと

の推認を妨げるものとは認められず，被審人らの主張を採用することはできない。 

ｄ 小括 

被審人らが受注した審決案別紙10の１ないし23記載の各工事は，いずれも，本

件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情はなく，当該工

事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生した

と認められる。 

よって，これらの工事は，いずれも独占禁止法第７条の２第１項にいう当該役

務に該当する。 

(エ) 本件立入検査後に契約が締結された工事の対価は，本件違反行為の実行期間にお

ける売上額に含まれるか（争点４） 

独占禁止法第７条の２第１項にいう「実行期間」とは，違反行為の対象となった

商品又は役務に係る売上額を算定するための基準であるところ，①前記条項は，

「実行としての事業活動がなくなる日」と定めて，違反行為の終了日と明確に区別

して規定していること，②仮に違反行為の終了時をもって実行期間終了日と解した

場合，違反行為終了後に発生した違反行為による売上げを一律に課徴金の対象から

除外することとなり，適切でないこと，③売上額の確定に係る実行期間を違反行為

者間で同時期とすべきものとも解されないことから，同項にいう「実行としての事
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業活動がなくなる日」とは，違反行為の終了日ではなく，違反行為者につき，それ

ぞれ違反行為に係る事業活動が終了したと認められる日と解すべきである。 

また，契約が締結されれば，当該契約に基づく対価に係る債権債務関係が発生す

るのが通常であるから，独占禁止法施行令第６条により契約基準が適用される場合

において，違反行為終了前に受注調整に係る入札が行われて受注予定者が落札し，

当該工事の契約を違反行為終了後に締結した時には，契約締結時をもって違反行為

に係る事業活動の終了日，すなわち「実行としての事業活動がなくなる日」と解し，

当該契約における対価を課徴金算定の基礎とするのが相当である。 

(オ) 受注者が工事を中止したことにより，本件違反行為の実行期間後に工事代金が出

来高に減額された場合，減額後の金額が課徴金算定の基礎となるか（争点５） 

独占禁止法施行令第６条は，「実行期間において締結した契約により定められた

…対価の額」をもって独占禁止法第７条の２の売上額を算定するものと規定してい

るところ，実行期間において一旦有効に契約が成立した以上，そこに定められた請

負代金額をもって前記売上額を算定すべきであり，仮に，実行期間の終期において，

当該工事の出来高が客観的に確定していたとしても，この出来高によることはでき

ず，その後の契約変更による請負代金額の増減についても，実行期間経過後の変更

契約についてはこれを考慮することはできないものと解すべきである。 

物件234（注10）については，平成21年５月26日，被審人㈱渡辺建設が受注し，

同月27日，同工事に係る契約は有効に成立した。同年９月27日，同被審人は，山梨

県から有資格者名簿への登載を抹消され，塩山地区土木一式工事の入札に参加する

ことができなくなったが，同日までに前記契約は変更されなかった。同年10月６日，

同被審人は，山梨県との間で，物件234の出来高を確認した。 

前記のとおり，塩山地区特定土木一式工事の入札に参加することができなくなっ

たことで被審人㈱渡辺建設の本件違反行為の実行としての事業活動は終了したと認

められる。 

また，仮に被審人㈱渡辺建設の実行期間を平成21年９月27日までと認定したとし

ても，その時点で物件234の工事の出来高が客観的に確定していた事実は立証され

ておらず，また，仮にかかる事実があったとしても，前記のとおり，独占禁止法施

行令によれば，契約の変更がない以上，出来高をもって請負代金額とすることはで

きない。 

以上のとおり，物件234の工事に係る当初の契約によって定められた請負代金額

をもって，課徴金を算定するのが相当である。 

（注10）林道塩平徳和線(小楢山東工区)開設工事（平成21年４月24日公告，同年５月26日開札）。 

(カ) 本件排除措置命令及び本件各課徴金納付命令（以下，併せて「本件各命令」とい

う。）の発出手続等は適法か（争点６） 

ａ 本件各命令書の記載 

本件排除措置命令書には，本件合意が存在するに至った時期，内容，行為者等

のほか，本件合意に基づいて被審人らによって行われていた行為が具体的に記載

されていると認められるところ，かかる記載から，被審人らのうち被審人㈱渡辺

建設を除く22社が具体的にいかなる行為を行ったために本件排除措置命令を発せ

・ 82・ ・ 83・
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本件合意に基づく本件受注調整が行われなかった旨を供述していない。 

⑤ 本件合意の目的が受注価格の低落防止にあることに照らすと，塩山地区特定

土木一式工事の全てを受注調整の対象とするのが合理的である。 

ｂ 審決案別紙10の１ないし23記載の各工事について 

本件対象期間に被審人らが受注した塩山地区特定土木一式工事のうち，本件各

課徴金納付命令において課徴金算定の対象とされた工事は，審決案別紙10の１な

いし23の「４ 対象物件一覧」記載のとおりである。 

これらの工事は，いずれも本件合意の対象である塩山地区特定土木一式工事に

該当し，30社のうちいずれか又は30社のいずれかで構成されるＪＶが入札に参加

して受注した工事であるところ，かかる工事については，特段の事情がない限り，

当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発

生したと推認される。また，これらの工事の中には，本件合意の内容に沿った個

別の受注調整が行われたこと又は本件合意の内容に沿った個別の受注調整に関わ

る行為が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在する工事（審決案別紙12及

び同13記載の各工事）も104件含まれている。 

ｃ 特段の事情の有無について 

被審人らは，審決案別紙10の１ないし23記載の各工事の中にも具体的競争制限

効果が発生していないものが存在する旨主張し，具体的には，①総合評価落札方

式の工事，②受注希望者が初めから１社しかいない工事，③受注予定者を１社に

絞り込めず，２社以上で争われた工事，④落札率が90パーセント未満の工事，⑤

具体的な受注調整に関与しない入札参加者がいる工事，⑥アウトサイダーが入札

に参加した工事，⑦地域性，継続性がある工事を挙げるが，いずれも，当該工事

について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生したと

の推認を妨げるものとは認められず，被審人らの主張を採用することはできない。 

ｄ 小括 

被審人らが受注した審決案別紙10の１ないし23記載の各工事は，いずれも，本

件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情はなく，当該工

事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生した

と認められる。 

よって，これらの工事は，いずれも独占禁止法第７条の２第１項にいう当該役

務に該当する。 

(エ) 本件立入検査後に契約が締結された工事の対価は，本件違反行為の実行期間にお

ける売上額に含まれるか（争点４） 

独占禁止法第７条の２第１項にいう「実行期間」とは，違反行為の対象となった

商品又は役務に係る売上額を算定するための基準であるところ，①前記条項は，

「実行としての事業活動がなくなる日」と定めて，違反行為の終了日と明確に区別

して規定していること，②仮に違反行為の終了時をもって実行期間終了日と解した

場合，違反行為終了後に発生した違反行為による売上げを一律に課徴金の対象から

除外することとなり，適切でないこと，③売上額の確定に係る実行期間を違反行為

者間で同時期とすべきものとも解されないことから，同項にいう「実行としての事
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業活動がなくなる日」とは，違反行為の終了日ではなく，違反行為者につき，それ

ぞれ違反行為に係る事業活動が終了したと認められる日と解すべきである。 

また，契約が締結されれば，当該契約に基づく対価に係る債権債務関係が発生す

るのが通常であるから，独占禁止法施行令第６条により契約基準が適用される場合

において，違反行為終了前に受注調整に係る入札が行われて受注予定者が落札し，

当該工事の契約を違反行為終了後に締結した時には，契約締結時をもって違反行為

に係る事業活動の終了日，すなわち「実行としての事業活動がなくなる日」と解し，

当該契約における対価を課徴金算定の基礎とするのが相当である。 

(オ) 受注者が工事を中止したことにより，本件違反行為の実行期間後に工事代金が出

来高に減額された場合，減額後の金額が課徴金算定の基礎となるか（争点５） 

独占禁止法施行令第６条は，「実行期間において締結した契約により定められた

…対価の額」をもって独占禁止法第７条の２の売上額を算定するものと規定してい

るところ，実行期間において一旦有効に契約が成立した以上，そこに定められた請

負代金額をもって前記売上額を算定すべきであり，仮に，実行期間の終期において，

当該工事の出来高が客観的に確定していたとしても，この出来高によることはでき

ず，その後の契約変更による請負代金額の増減についても，実行期間経過後の変更

契約についてはこれを考慮することはできないものと解すべきである。 

物件234（注10）については，平成21年５月26日，被審人㈱渡辺建設が受注し，

同月27日，同工事に係る契約は有効に成立した。同年９月27日，同被審人は，山梨

県から有資格者名簿への登載を抹消され，塩山地区土木一式工事の入札に参加する

ことができなくなったが，同日までに前記契約は変更されなかった。同年10月６日，

同被審人は，山梨県との間で，物件234の出来高を確認した。 

前記のとおり，塩山地区特定土木一式工事の入札に参加することができなくなっ

たことで被審人㈱渡辺建設の本件違反行為の実行としての事業活動は終了したと認

められる。 

また，仮に被審人㈱渡辺建設の実行期間を平成21年９月27日までと認定したとし

ても，その時点で物件234の工事の出来高が客観的に確定していた事実は立証され

ておらず，また，仮にかかる事実があったとしても，前記のとおり，独占禁止法施

行令によれば，契約の変更がない以上，出来高をもって請負代金額とすることはで

きない。 

以上のとおり，物件234の工事に係る当初の契約によって定められた請負代金額

をもって，課徴金を算定するのが相当である。 

（注10）林道塩平徳和線(小楢山東工区)開設工事（平成21年４月24日公告，同年５月26日開札）。 

(カ) 本件排除措置命令及び本件各課徴金納付命令（以下，併せて「本件各命令」とい

う。）の発出手続等は適法か（争点６） 

ａ 本件各命令書の記載 

本件排除措置命令書には，本件合意が存在するに至った時期，内容，行為者等

のほか，本件合意に基づいて被審人らによって行われていた行為が具体的に記載

されていると認められるところ，かかる記載から，被審人らのうち被審人㈱渡辺

建設を除く22社が具体的にいかなる行為を行ったために本件排除措置命令を発せ
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られたのかを了知することは可能であり，同命令に対する不服申立てに十分な便

宜を与える程度に記載されていると認められる。 

したがって，本件排除措置命令書における「公正取引委員会の認定した事実」

の記載は独占禁止法第49条第１項に違反するものでなく，本件各課徴金納付命令

書における「課徴金に係る違反行為」の記載も同法第50条第１項に違反するもの

ではない。 

ｂ 本件各命令の事前説明手続 

(a)  認定した事実の特定 

本件排除措置命令書の記載に不備がないことは，前記ａのとおりである。 

(b)  事前説明 

    ⅰ 事前説明手続の際に関係人に示す証拠は，公正取引委員会が，その認定し

た事実に関する説明のために示すものであり，それを謄写することは，そも

そも事前説明手続では予定されておらず，また，当委員会が留置した留置物

の謄写が認められるのは公正取引委員会の審査に関する規則第18条が定める

場合に限られる。 

したがって，公正取引委員会が事前説明手続において前記証拠の閲覧，謄

写に応じなかったとしても，かかる行為は違法となるものではない。 

ⅱ 本件においては，事前説明手続における意見申述期間について，公正取引

委員会において当初３週間の期間を設定し，被審人天川工業㈱ら10社（注

11）については，その申出を踏まえ更にこれを１週間延長して，合計４週間

の期限を設定したものであることからすると，被審人天川工業㈱ら10社の主

張する事情を考慮しても，かかる期間の設定は，適正に行われたものであり，

違法となるものではない。 

（注11）「被審人天川工業㈱ら10社」とは，被審人天川工業㈱，被審人岩波建設㈱，被審人㈱内

田組，被審人㈱タナベエンジニアリング，被審人㈱甲斐建設，被審人㈱渡辺建設，被審人

㈱広瀬土木，被審人㈱佐藤建設工業，被審人（有）山梨技建及び被審人奥山建設㈱の10社

をいう。 

 

⑷ 法令の適用 

独占禁止法第66条第２項 

 

 ２  ㈱飯塚工業ほか10名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決（山梨県

が石和地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合） 

事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第53号及び第65号 23.7.27 25 29.10.4 5151万 

平成23年(判)第54号及び第66号 23.7.27 25 29.10.4 3245万 

平成23年(判)第55号及び第67号 23.7.27 25 29.10.4 3080万 

平成23年(判)第56号及び第68号 23.7.27 25 29.10.4 2631万 

平成23年(判)第57号及び第69号 23.7.27 25 29.10.4 2629万 

平成23年(判)第59号及び第71号 23.7.27 25 29.10.4 1164万 

平成23年(判)第60号及び第72号 23.7.27 25 29.10.4 1008万 

平成23年(判)第61号及び第73号 23.7.27 25 29.10.4  960万 

平成23年(判)第62号及び第74号 23.7.27 25 29.10.4  488万 
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事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第63号及び第75号 23.7.27 25 29.10.4  155万 

平成23年(判)第64号 23.7.27 25 29.10.4  

 

⑴ 被審人 

事件番号 名    称 代 表 者 所  在  地 

平成23年(判)第53号及び第65号 ㈱飯塚工業 飯塚 三郎 山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地 

平成23年(判)第54号及び第66号 ㈱中村工務店 中村 庄吾 山梨県笛吹市境川町藤垈880番地1 

平成23年(判)第55号及び第67号 風間興業㈱ 風間 隆二 山梨県笛吹市八代町北1047番地1 

平成23年(判)第56号及び第68号 友愛工業㈱ 天川 克夫 山梨県笛吹市石和町八田320番地 

平成23年(判)第57号及び第69号 矢崎興業㈱ 矢崎 勝教 山梨県笛吹市八代町北1991番地 

平成23年(判)第59号及び第71号 ㈱栗田工業 武川 正一 山梨県笛吹市石和町小石和1842番地1 

平成23年(判)第60号及び第72号 風間建設㈱ 風間 純哉 山梨県笛吹市石和町市部522番地 

平成23年(判)第61号及び第73号 ㈱芦沢組土木 芦澤 幸男 山梨県笛吹市石和町井戸111番地の1 

平成23年(判)第62号及び第74号 小泉建設㈱ 小泉  茂 甲府市上曽根町646番地1 

平成23年(判)第63号及び第75号 長田建設㈱ 長田  仁 甲府市下向山町1667番地 

平成23年(判)第64号 中楯建設㈱ 中楯 勇人 山梨県中央市大鳥居2760番地 

 

⑵ 事件の経過 

本件は，平成23年４月15日，公正取引委員会が，前記⑴の被審人11社（以下⑵及び⑶

において「被審人ら」という。）に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき排除

措置命令を，被審人らのうち被審人中楯建設㈱を除く10社に対し，同法第７条の２第１

項の規定に基づき課徴金納付命令をそれぞれ行ったところ，被審人らは，両命令に対し

て審判請求を行ったので，被審人らに対し，同法第52条第３項の規定に基づき審判手続

を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである（被審人らのほかに，審判請求

を行ったが後に取り下げた者が１名いる。）。 

公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人らから提出され

た異議の申立書及び被審人ら（被審人㈱中村工務店を除く。）から聴取した陳述に基づ

いて，同審判官から提出された審決案を調査の上，被審人らに対して審決案と同じ内容

（審判請求を棄却する旨）の審決を行った。 

 

⑶ 判断の概要等 

ア 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び10社（注１）（以下，両者を併せて「21社」という。）は，遅くとも平

成18年４月１日以降平成22年３月23日まで（以下「本件対象期間」という。），共同し

て，石和地区特定土木一式工事（注２）について，受注すべき者又はＪＶ（以下まと

めて「受注予定者」という。）を決定し，受注予定者が受注できるようにすること

（以下「本件合意」という。）により，公共の利益に反して，石和地区特定土木一式

工事の取引分野における競争を実質的に制限していた（以下「本件違反行為」とい

う。）。 

被審人らのうち被審人中楯建設㈱を除く10社（以下「10社」という。）の本件違反

行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，下表の各被審人に係

る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７条の２の規定により算出され
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られたのかを了知することは可能であり，同命令に対する不服申立てに十分な便

宜を与える程度に記載されていると認められる。 

したがって，本件排除措置命令書における「公正取引委員会の認定した事実」

の記載は独占禁止法第49条第１項に違反するものでなく，本件各課徴金納付命令

書における「課徴金に係る違反行為」の記載も同法第50条第１項に違反するもの

ではない。 

ｂ 本件各命令の事前説明手続 

(a)  認定した事実の特定 

本件排除措置命令書の記載に不備がないことは，前記ａのとおりである。 

(b)  事前説明 

    ⅰ 事前説明手続の際に関係人に示す証拠は，公正取引委員会が，その認定し

た事実に関する説明のために示すものであり，それを謄写することは，そも

そも事前説明手続では予定されておらず，また，当委員会が留置した留置物

の謄写が認められるのは公正取引委員会の審査に関する規則第18条が定める

場合に限られる。 

したがって，公正取引委員会が事前説明手続において前記証拠の閲覧，謄

写に応じなかったとしても，かかる行為は違法となるものではない。 

ⅱ 本件においては，事前説明手続における意見申述期間について，公正取引

委員会において当初３週間の期間を設定し，被審人天川工業㈱ら10社（注

11）については，その申出を踏まえ更にこれを１週間延長して，合計４週間

の期限を設定したものであることからすると，被審人天川工業㈱ら10社の主

張する事情を考慮しても，かかる期間の設定は，適正に行われたものであり，

違法となるものではない。 

（注11）「被審人天川工業㈱ら10社」とは，被審人天川工業㈱，被審人岩波建設㈱，被審人㈱内

田組，被審人㈱タナベエンジニアリング，被審人㈱甲斐建設，被審人㈱渡辺建設，被審人

㈱広瀬土木，被審人㈱佐藤建設工業，被審人（有）山梨技建及び被審人奥山建設㈱の10社

をいう。 

 

⑷ 法令の適用 

独占禁止法第66条第２項 

 

 ２  ㈱飯塚工業ほか10名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決（山梨県

が石和地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合） 

事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第53号及び第65号 23.7.27 25 29.10.4 5151万 

平成23年(判)第54号及び第66号 23.7.27 25 29.10.4 3245万 

平成23年(判)第55号及び第67号 23.7.27 25 29.10.4 3080万 

平成23年(判)第56号及び第68号 23.7.27 25 29.10.4 2631万 

平成23年(判)第57号及び第69号 23.7.27 25 29.10.4 2629万 

平成23年(判)第59号及び第71号 23.7.27 25 29.10.4 1164万 

平成23年(判)第60号及び第72号 23.7.27 25 29.10.4 1008万 

平成23年(判)第61号及び第73号 23.7.27 25 29.10.4  960万 

平成23年(判)第62号及び第74号 23.7.27 25 29.10.4  488万 
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事件番号 審判手続開始日 審判開催回数 審決年月日 課徴金（円） 

平成23年(判)第63号及び第75号 23.7.27 25 29.10.4  155万 

平成23年(判)第64号 23.7.27 25 29.10.4  

 

⑴ 被審人 

事件番号 名    称 代 表 者 所  在  地 

平成23年(判)第53号及び第65号 ㈱飯塚工業 飯塚 三郎 山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地 

平成23年(判)第54号及び第66号 ㈱中村工務店 中村 庄吾 山梨県笛吹市境川町藤垈880番地1 

平成23年(判)第55号及び第67号 風間興業㈱ 風間 隆二 山梨県笛吹市八代町北1047番地1 

平成23年(判)第56号及び第68号 友愛工業㈱ 天川 克夫 山梨県笛吹市石和町八田320番地 

平成23年(判)第57号及び第69号 矢崎興業㈱ 矢崎 勝教 山梨県笛吹市八代町北1991番地 

平成23年(判)第59号及び第71号 ㈱栗田工業 武川 正一 山梨県笛吹市石和町小石和1842番地1 

平成23年(判)第60号及び第72号 風間建設㈱ 風間 純哉 山梨県笛吹市石和町市部522番地 

平成23年(判)第61号及び第73号 ㈱芦沢組土木 芦澤 幸男 山梨県笛吹市石和町井戸111番地の1 

平成23年(判)第62号及び第74号 小泉建設㈱ 小泉  茂 甲府市上曽根町646番地1 

平成23年(判)第63号及び第75号 長田建設㈱ 長田  仁 甲府市下向山町1667番地 

平成23年(判)第64号 中楯建設㈱ 中楯 勇人 山梨県中央市大鳥居2760番地 

 

⑵ 事件の経過 

本件は，平成23年４月15日，公正取引委員会が，前記⑴の被審人11社（以下⑵及び⑶

において「被審人ら」という。）に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき排除

措置命令を，被審人らのうち被審人中楯建設㈱を除く10社に対し，同法第７条の２第１

項の規定に基づき課徴金納付命令をそれぞれ行ったところ，被審人らは，両命令に対し

て審判請求を行ったので，被審人らに対し，同法第52条第３項の規定に基づき審判手続

を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである（被審人らのほかに，審判請求

を行ったが後に取り下げた者が１名いる。）。 

公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人らから提出され

た異議の申立書及び被審人ら（被審人㈱中村工務店を除く。）から聴取した陳述に基づ

いて，同審判官から提出された審決案を調査の上，被審人らに対して審決案と同じ内容

（審判請求を棄却する旨）の審決を行った。 

 

⑶ 判断の概要等 

ア 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び10社（注１）（以下，両者を併せて「21社」という。）は，遅くとも平

成18年４月１日以降平成22年３月23日まで（以下「本件対象期間」という。），共同し

て，石和地区特定土木一式工事（注２）について，受注すべき者又はＪＶ（以下まと

めて「受注予定者」という。）を決定し，受注予定者が受注できるようにすること

（以下「本件合意」という。）により，公共の利益に反して，石和地区特定土木一式

工事の取引分野における競争を実質的に制限していた（以下「本件違反行為」とい

う。）。 

被審人らのうち被審人中楯建設㈱を除く10社（以下「10社」という。）の本件違反

行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，下表の各被審人に係

る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７条の２の規定により算出され
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た課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金」欄記載のとおりである。 

（注１）㈱筒井建設，㈱八木沢興業，㈱地場工務店，㈱宮川工務所，サノ工業㈱，㈱須田組，㈱窪川組，

㈱小林組，信玄土木㈱及び㈱三興産業の10社をいう。 

（注２）「石和地区特定土木一式工事」とは，山梨県が，一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木

一式工事として発注する工事のうち，同県笛吹市（平成18年４月１日から同年７月31日までの間に

あっては，同県笛吹市又は東八代郡芦川村）の区域（以下「石和地区」という。）を施工場所とするも

のであって，次のいずれかに該当するものをいう。 

１ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

２ 山梨県から土木一式工事についてＢの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

３ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者及びＢの等級に格付されてい

る事業者のみを入札の参加者とするもの。 

４ 特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）のみを入札の参加者とするもの。 

 

被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

㈱飯塚工業 平成19年3月24日～平成22年3月23日 5151万 

㈱中村工務店 平成19年3月24日～平成22年3月23日 3245万 

風間興業㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 3080万 

友愛工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2631万 

矢崎興業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2629万 

㈱栗田工業 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1164万 

風間建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1008万 

㈱芦沢組土木 平成19年6月19日～平成22年3月23日  960万 

小泉建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日  488万 

長田建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日  155万 

 

イ 主要な争点及びそれに対する判断 

(ア) 21社は，石和地区特定土木一式工事について，受注予定者を決定し，その者が受

注できるように協力する旨合意していたか（争点１） 

山梨県では，平成17年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事を発注

することが多かったが，21社を含む石和地区の建設業者は，石和支部に対する平成

６年の勧告審決（注３）以降も，石和地区を施工場所とする土木一式工事の指名競

争入札において受注調整を行うなど，協調関係にあったことが認められる。 

また，山梨県では，平成18年度頃から一般競争入札の方法により土木一式工事を

発注することが増え，同時期から，一般競争入札の方法により発注される土木一式

工事の一部について総合評価落札方式（注４）を導入したが，21社は，平成18年４

月１日以降も，これらの石和地区に係る土木一式工事について，石和支部等におい

て入札参加情報等を集約し，受注希望者が１社の場合はその者を受注予定者とし，

受注希望者が複数の場合は地域性（注５），継続性（注６）等を勘案して受注希望

者同士の話合いなどにより受注予定者を決定し，受注予定者以外の者は受注予定者

がその定めた価格で受注できるように協力していたことが認められる。 

さらに，本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事である158物件

（注７）のうち，少なくとも40物件（注８）について本件合意の内容に沿った受注

調整が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在し，少なくとも４物件（注９）
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について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行為が行われたことを裏付ける

客観的な証拠が存在する。また，これらの工事の発注方法は，指名競争入札，通常

の一般競争入札，総合評価落札方式による一般競争入札のいずれも含んでおり，発

注担当部署は，山梨県県土整備部等（注10），同県農政部峡東農務事務所及び同県

森林環境部峡東林務環境事務所のいずれも含まれ，発注時期も本件対象期間の全般

にわたっている。 

加えて，158物件は，いずれも21社が受注したものであり，158物件の平均落札率

も，94.0パーセントという高いものであったことが認められる。 

以上の事情に鑑みれば，21社のうち被審人㈱芦沢組土木（以下「被審人芦沢組土

木」という。），㈱八木沢興業（以下「八木沢興業」という。）及び㈱地場工務店

（以下「地場工務店」という。）を除く18社は，遅くとも平成18年４月１日までに，

石和地区特定土木一式工事について，受注価格の低落防止を図るために本件合意を

し，本件合意の下に受注調整を行っていたことが認められる。 

また，被審人芦沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，いずれも平成18年４月

１日時点においては石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有していなかった

が，被審人芦沢組土木については，平成19年度からＢ等級業者に格付されたことに

より，八木沢興業については，平成20年10月１日に㈱窪川組から同社の事業の全部

を譲り受けたことにより，地場工務店については，平成21年度にＢ等級業者に格付

されたことにより，石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有するようになっ

たことが認められる。 

これらの事実からすると，被審人芦沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，遅

くとも，自社が石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有するようになって以

降に最初に入札に参加した石和地区特定土木一式工事の入札書提出締切日である，

被審人芦沢組土木については平成19年６月19日，八木沢興業については平成20年10

月２日，地場工務店については平成21年７月30日までに，それぞれ本件合意に参加

していたと認められる。 

（注３）「石和支部に対する平成６年の勧告審決」とは，平成６年（勧）第15号社団法人山梨県建設業

協会石和支部（以下「石和支部」という。）に対する勧告審決をいう。 

（注４）「総合評価落札方式」とは，価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。 

（注５）「地域性」とは，工事の施工場所が自社の事務所等に近いといった事情をいう。 

（注６）「継続性」とは，過去に受注した工事との継続性をいう。 

（注７）審決案別紙９に記載の174物件から物件６，物件７，物件13，物件30，物件64，物件67，物件

68，物件77，物件86，物件98，物件99，物件101，物件102，物件107，物件134及び物件144を除い

た158件をいう。 

（注８）「40物件」とは，審決案別紙９の「別紙11等」欄に「○」の付された40件をいう。 

（注９）「４物件」とは，審決案別紙９の「別紙11等」欄に「●」の付された４件をいう。 

（注10）山梨県県土整備部（平成20年３月31日以前は土木部。以下同じ。）道路整備課，同部道路管理

課，同部峡東建設事務所，同部流域下水道事務所の４部署をまとめたものをいう。 

(イ) 10社が受注した審決案別紙10の１ないし10記載の各工事は，独占禁止法第７条の

２第１項にいう「当該…役務」（以下「当該役務」という。）に該当するか（争点

２） 

ａ 当該役務 

不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さく

・ 86・ ・ 87・
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た課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金」欄記載のとおりである。 

（注１）㈱筒井建設，㈱八木沢興業，㈱地場工務店，㈱宮川工務所，サノ工業㈱，㈱須田組，㈱窪川組，

㈱小林組，信玄土木㈱及び㈱三興産業の10社をいう。 

（注２）「石和地区特定土木一式工事」とは，山梨県が，一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木

一式工事として発注する工事のうち，同県笛吹市（平成18年４月１日から同年７月31日までの間に

あっては，同県笛吹市又は東八代郡芦川村）の区域（以下「石和地区」という。）を施工場所とするも

のであって，次のいずれかに該当するものをいう。 

１ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

２ 山梨県から土木一式工事についてＢの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするも

の。 

３ 山梨県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている事業者及びＢの等級に格付されてい

る事業者のみを入札の参加者とするもの。 

４ 特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）のみを入札の参加者とするもの。 

 

被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金（円） 

㈱飯塚工業 平成19年3月24日～平成22年3月23日 5151万 

㈱中村工務店 平成19年3月24日～平成22年3月23日 3245万 

風間興業㈱ 平成19年3月31日～平成22年3月30日 3080万 

友愛工業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2631万 

矢崎興業㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 2629万 

㈱栗田工業 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1164万 

風間建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日 1008万 

㈱芦沢組土木 平成19年6月19日～平成22年3月23日  960万 

小泉建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日  488万 

長田建設㈱ 平成19年3月24日～平成22年3月23日  155万 

 

イ 主要な争点及びそれに対する判断 

(ア) 21社は，石和地区特定土木一式工事について，受注予定者を決定し，その者が受

注できるように協力する旨合意していたか（争点１） 

山梨県では，平成17年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事を発注

することが多かったが，21社を含む石和地区の建設業者は，石和支部に対する平成

６年の勧告審決（注３）以降も，石和地区を施工場所とする土木一式工事の指名競

争入札において受注調整を行うなど，協調関係にあったことが認められる。 

また，山梨県では，平成18年度頃から一般競争入札の方法により土木一式工事を

発注することが増え，同時期から，一般競争入札の方法により発注される土木一式

工事の一部について総合評価落札方式（注４）を導入したが，21社は，平成18年４

月１日以降も，これらの石和地区に係る土木一式工事について，石和支部等におい

て入札参加情報等を集約し，受注希望者が１社の場合はその者を受注予定者とし，

受注希望者が複数の場合は地域性（注５），継続性（注６）等を勘案して受注希望

者同士の話合いなどにより受注予定者を決定し，受注予定者以外の者は受注予定者

がその定めた価格で受注できるように協力していたことが認められる。 

さらに，本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事である158物件

（注７）のうち，少なくとも40物件（注８）について本件合意の内容に沿った受注

調整が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在し，少なくとも４物件（注９）
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について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行為が行われたことを裏付ける

客観的な証拠が存在する。また，これらの工事の発注方法は，指名競争入札，通常

の一般競争入札，総合評価落札方式による一般競争入札のいずれも含んでおり，発

注担当部署は，山梨県県土整備部等（注10），同県農政部峡東農務事務所及び同県

森林環境部峡東林務環境事務所のいずれも含まれ，発注時期も本件対象期間の全般

にわたっている。 

加えて，158物件は，いずれも21社が受注したものであり，158物件の平均落札率

も，94.0パーセントという高いものであったことが認められる。 

以上の事情に鑑みれば，21社のうち被審人㈱芦沢組土木（以下「被審人芦沢組土

木」という。），㈱八木沢興業（以下「八木沢興業」という。）及び㈱地場工務店

（以下「地場工務店」という。）を除く18社は，遅くとも平成18年４月１日までに，

石和地区特定土木一式工事について，受注価格の低落防止を図るために本件合意を

し，本件合意の下に受注調整を行っていたことが認められる。 

また，被審人芦沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，いずれも平成18年４月

１日時点においては石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有していなかった

が，被審人芦沢組土木については，平成19年度からＢ等級業者に格付されたことに

より，八木沢興業については，平成20年10月１日に㈱窪川組から同社の事業の全部

を譲り受けたことにより，地場工務店については，平成21年度にＢ等級業者に格付

されたことにより，石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有するようになっ

たことが認められる。 

これらの事実からすると，被審人芦沢組土木，八木沢興業及び地場工務店は，遅

くとも，自社が石和地区特定土木一式工事の入札参加資格を有するようになって以

降に最初に入札に参加した石和地区特定土木一式工事の入札書提出締切日である，

被審人芦沢組土木については平成19年６月19日，八木沢興業については平成20年10

月２日，地場工務店については平成21年７月30日までに，それぞれ本件合意に参加

していたと認められる。 

（注３）「石和支部に対する平成６年の勧告審決」とは，平成６年（勧）第15号社団法人山梨県建設業

協会石和支部（以下「石和支部」という。）に対する勧告審決をいう。 

（注４）「総合評価落札方式」とは，価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。 

（注５）「地域性」とは，工事の施工場所が自社の事務所等に近いといった事情をいう。 

（注６）「継続性」とは，過去に受注した工事との継続性をいう。 

（注７）審決案別紙９に記載の174物件から物件６，物件７，物件13，物件30，物件64，物件67，物件

68，物件77，物件86，物件98，物件99，物件101，物件102，物件107，物件134及び物件144を除い

た158件をいう。 

（注８）「40物件」とは，審決案別紙９の「別紙11等」欄に「○」の付された40件をいう。 

（注９）「４物件」とは，審決案別紙９の「別紙11等」欄に「●」の付された４件をいう。 

（注10）山梨県県土整備部（平成20年３月31日以前は土木部。以下同じ。）道路整備課，同部道路管理

課，同部峡東建設事務所，同部流域下水道事務所の４部署をまとめたものをいう。 

(イ) 10社が受注した審決案別紙10の１ないし10記載の各工事は，独占禁止法第７条の

２第１項にいう「当該…役務」（以下「当該役務」という。）に該当するか（争点

２） 

ａ 当該役務 

不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さく
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し，不当な取引制限等の予防効果を強化することを目的とする課徴金制度の趣旨

に鑑みると，独占禁止法第７条の２第１項所定の課徴金の対象となる当該役務と

は，本件においては，本件合意の対象とされた工事であって，本件合意に基づく

受注調整等の結果，具体的な競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解さ

れる。 

21社は，遅くとも平成18年４月１日以降，石和地区特定土木一式工事につい

て，受注価格の低落防止を図るため，本件合意の下，受注調整を行っていたもの

である。 

そして，本件においては，以下の①ないし⑤の各事情がみられることから，石

和地区特定土木一式工事に該当し，かつ，21社のうちいずれかが入札に参加して

受注した工事については，当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ

たとは認められない特段の事情のない限り，本件合意に基づく受注調整が行わ

れ，具体的競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。 

① 21社は，石和支部等において，受注調整のために，あらかじめ21社の入札参

加及び受注希望に関する情報を取りまとめ，石和支部において入札参加者等取

りまとめ表を作成し，受注希望者が複数の場合には受注希望者同士で話合いな

どをし，時には石和支部等の執行部の助言を勘案するなどして，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう協力し合っていたものであり，受注調整

を組織的に行っていた。 

② 本件対象期間に発注された石和地区特定土木一式工事のうち，指名競争入札

の方法により発注された工事は，そのほとんどにおいて21社の中から当該入札

の参加者が指名され，一般競争入札の方法により発注された工事も，21社が入

札参加者の大部分を占めていたことから，21社は，石和地区特定土木一式工事

の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立場にあり，実際に，本件対象期

間に発注された石和地区特定土木一式工事のほとんどを，21社又は21社のいず

れかで構成されるＪＶが受注しており，158物件の平均落札率も94.0パーセン

トという高いものであった。 

③ 158物件のうち，少なくとも44物件（注11）について，21社が本件合意の内

容に沿った受注調整を行ったこと又は本件合意の内容に沿った受注調整に関わ

る行為を行ったことを裏付ける客観的な証拠が存在するところ，これらの工事

は，発注方法，発注担当部署，工事内容及び発注時期において特段の偏りはみ

られない。 

④ 21社の代表者及び従業員のうち，本件合意への参加を認める旨の供述をする

者が複数いるが，これらの者の中に，石和地区特定土木一式工事に該当する特

定の工事について本件合意に基づく受注調整が行われなかった旨を供述してい

る者はいない。 

⑤ 本件合意の目的が受注価格の低落防止にあることに照らすと，石和地区特定

土木一式工事の全てを受注調整の対象とするのが合理的である。 

ｂ 審決案別紙10の１ないし10記載の各工事について 

本件対象期間に10社が受注した石和地区特定土木一式工事のうち，本件各課徴
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金納付命令において課徴金算定の対象とされた工事は，審決案別紙10の１ないし

10の「４ 対象物件一覧」記載のとおりである。 

これらの工事は，いずれも本件合意の対象である石和地区特定土木一式工事に

該当し，21社のうちいずれかが入札に参加して受注した工事であるところ，かか

る工事については，特段の事情がない限り，本件合意に基づく受注調整が行われ，

具体的競争制限効果が発生したと推認される。また，これらの工事の中には，本

件合意の内容に沿った受注調整が行われたこと又は本件合意の内容に沿った受注

調整に関わる行為が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在する工事（44物

件）も相当数含まれている。 

ｃ 特段の事情の有無について 

被審人らは，審決案別紙10の１ないし10記載の各工事の中にも具体的競争制限

効果が発生していないものが存在する旨主張し，具体的には，①総合評価落札方

式の工事，②受注予定者を１社に絞り込めず，２社以上で争われた工事，③落札

者以外の入札参加者のうち一部の者が，予定価格より相当低い価格で入札してい

る工事，④落札者の入札率が入札価格の２番目に低い者より相当低い工事，⑤２

番目に入札価格が低かった者が評価値で逆転して受注している工事，⑥一部の入

札参加者が受注調整に非協力的な振る舞いをした工事等を挙げるが，いずれも，

当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発

生したとの推認を妨げるものとは認められず，被審人らの主張を採用することは

できない。 

ｄ 小括 

被審人らが受注した審決案別紙10の１ないし10記載の各工事は，いずれも，本

件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情はなく，当該工

事について本件合意に基づく受注調整が行われ，具体的競争制限効果が発生した

と認められる。 

よって，これらの工事はいずれも独占禁止法第７条の２第１項にいう当該役務

に該当する。 

（注11）「44物件」とは，40物件（注８）と４物件（注９）を併せた44件をいう。 

(ウ) 被審人小泉建設㈱，被審人長田建設㈱及び被審人中楯建設㈱（以下「３社」とい

う。）に対し，排除措置を特に命ずる必要があるか（争点３） 

独占禁止法第７条第２項本文は，違反行為が既になくなっている場合においても，

特に必要があると認めるときは，違反行為者に対し，当該行為が既になくなってい

る旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命

ずることができる旨規定しているところ，同項の「特に必要があると認めるとき」

とは，排除措置を命じた時点では既に違反行為はなくなっているが，当該違反行為

が繰り返されるおそれがある場合や，当該違反行為の結果が残存しており競争秩序

の回復が不十分である場合などをいうものと解される。 

平成22年３月24日に，本件について公正取引委員会の立入検査が行われ，被審人

らは同日以降本件違反行為を行っていないことからすると，本件違反行為は，同日

以降事実上消滅していると認められる。 
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れかで構成されるＪＶが受注しており，158物件の平均落札率も94.0パーセン

トという高いものであった。 

③ 158物件のうち，少なくとも44物件（注11）について，21社が本件合意の内

容に沿った受注調整を行ったこと又は本件合意の内容に沿った受注調整に関わ
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定の工事について本件合意に基づく受注調整が行われなかった旨を供述してい
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よって，これらの工事はいずれも独占禁止法第７条の２第１項にいう当該役務

に該当する。 

（注11）「44物件」とは，40物件（注８）と４物件（注９）を併せた44件をいう。 

(ウ) 被審人小泉建設㈱，被審人長田建設㈱及び被審人中楯建設㈱（以下「３社」とい
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特に必要があると認めるときは，違反行為者に対し，当該行為が既になくなってい

る旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命

ずることができる旨規定しているところ，同項の「特に必要があると認めるとき」

とは，排除措置を命じた時点では既に違反行為はなくなっているが，当該違反行為

が繰り返されるおそれがある場合や，当該違反行為の結果が残存しており競争秩序

の回復が不十分である場合などをいうものと解される。 
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らは同日以降本件違反行為を行っていないことからすると，本件違反行為は，同日

以降事実上消滅していると認められる。 
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しかし，これは，公正取引委員会が立入検査を行ったことによるものであり，被

審人らの自発的意思に基づくものではなかったこと，被審人らは平成18年４月１日

から平成22年３月24日までの約４年間という長期間にわたり本件違反行為を継続し

ていたことなどの事情を総合的に勘案すれば，３社についても，本件排除措置命令

の時点において本件違反行為と同様の行為を繰り返すおそれがあると認められ，特

に排除措置を命ずる必要があることは明らかである。 

 

⑷ 法令の適用 

独占禁止法第66条第２項 

・ 90・

第２部　各　論


	180913【公取委・Ｈ29年度年次報告】（公表用）.pdfから挿入したしおり
	目次
	第１部 総論‐p001-026
	第２部
	第１章 p029-p034 
	第２章 p035-p072
	第３章 p073-p090
	第４章 p091-p106
	第５章 p107-p160
	第６章 p161-p182
	第７章 p183-p208
	第８章 p209-p214
	第９章 p215-p228
	第１０章 p229-p236
	第１１章 p237-p248
	第１２章 p249-p252
	第１３章 p253-p258
	第１４章 p259-p262
	附属資料 p263-320


